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第一種金融商品取引業者の事業年度規制の見直し等に 

伴う取引参加料金等に関する規則等の一部改正について 

 

 

２０１４年１１月５日 

株式会社東京証券取引所 

 

 

Ⅰ．趣旨 

当社は、取引参加料金等に関する規則等の一部改正を行い、１１月３０日か

ら施行します（詳細につきましては、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。 

今回の改正は、「４月１日から３月３１日まで」に限定されている現行の事業

年度について、第一種金融商品取引業者ごとに異なる設定をすることを許容す

る改正金融商品取引法が１１月３０日までに施行されることから、当社におい

ては、取引参加者の管理を適切に行うため、取引参加者の事業年度を把握する

規定を追加するなど、取引参加者制度について所要の整備を行うものです。 

 

 

Ⅱ．改正概要 

１．事業年度の末日の変更 

 取引参加者は、事業年度の末日を変更した場合、当

社に報告することとします。 
 

 

２．取引参加者保証金の額の適正化に係る対応 
 新たに取引資格を取得する取引参加者が初年度に預

託すべき取引参加者保証金の額は、当該取引参加者

の取引実績及び見込みを勘案のうえ、当社がその都

度定める額とします。 
 

 取引参加者が他の取引参加者との間で合併、分割に

よる事業の承継又は事業の譲受け等を行い、これに

より当該他の取引参加者が取引資格を喪失すること

となる場合には、当該他の取引参加者の取引実績を

勘案のうえ、当社は取引参加者保証金の額を変更す

ることができることとします。 
 

３．その他 
 その他所要の改正を行うこととします。 

 

（備 考） 

 

・ 取引参加者規程

施行規則第１１

条第８号の（３）

 

 

・ 取引参加料金等

に関する規則第

４条第１項第２

号 

 

・ 取引参加料金等

に関する規則第

４条第３項 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

 

Ⅲ．施行日 

 ２０１４年１１月３０日から施行します。 

 

 

以 上 


